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※下線部変更 

 

 

新 旧 

（（（（金銭金銭金銭金銭のののの払込払込払込払込））））    

第 3 条       （現行どおり） 

２       （現行どおり） 

３ 第１項の払込みにより生じた預り金につ

いては、取引口座にかかる他の定めにか

かわらず MRF の買付けは行わないもの

とします。 

４～５     （現行どおり） 

（（（（買付株式等買付株式等買付株式等買付株式等のののの選定選定選定選定））））    

第 5 条       （現行どおり） 

２～４     （現行どおり） 

５ 指定銘柄が第13条第１項の各号のいずれ

かに該当した場合は、本条第２項に定め

る買付の申込みは無効とさせていただき

ます。 

（（（（買付時期買付時期買付時期買付時期およびおよびおよびおよび価額価額価額価額））））    

第 7 条       （現行どおり） 

２～６     （現行どおり） 

７ 第１項および第２項の買付注文の約定日

から起算して３営業日目を当該株式等の

買付日とします。 

８～１０    （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 17 条       （現行どおり） 

２～４     （現行どおり） 

５ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときは、改

定されることがあります。改定を行う旨

および改定後の規定の内容ならびにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来す

るまでに店頭表示、インターネットまた

はその他相当の方法により周知します。 

６～８      （削 除） 

 

（（（（金銭金銭金銭金銭のののの払込払込払込払込））））    

第 3 条        （省 略） 

２        （省 略） 

３ 前項の払込みにより生じた預り金につい

ては、取引口座にかかる他の定めにかか

わらず MRF の買付けは行わないものと

します。 

４～５      （省 略） 

（（（（買付株式等買付株式等買付株式等買付株式等のののの選定選定選定選定））））    

第 5 条       （省 略） 

２～４     （省 略） 

５ 第 13 条に該当した場合は、本条第２項に

定める買付の申込みは無効とさせていた

だきます。 

 

（（（（買付時期買付時期買付時期買付時期およびおよびおよびおよび価額価額価額価額））））    

第 7 条        （省 略） 

２～６      （省 略） 

７ 第１項および第２項の買付注文の約定日

から起算して４営業日目を当該株式等の

買付日とします。 

８～１０     （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 17 条        （省 略） 

２～４      （省 略） 

５ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じた時は、改定

されることがあります。 

 

 

 

 

６ 改定の内容が、申込者の従来の権利を制

限するもしくは申込者に新たな義務を課

株式累積投資口座約款株式累積投資口座約款株式累積投資口座約款株式累積投資口座約款    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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２０１９年８月 

すものであるときは、事前に書面または

これに代わる方法にてその改定事項を通

知します。 

７ 前項の通知は、改定の影響が軽微である

と判断される場合には、当社ホームペー

ジ等への掲載または時事に関する事項を

掲載する日刊新聞紙による公告によって

代える場合があります。 

８ 第６項、第７項の通知または掲載もしく

は公告が行われた後、申込者から所定の

期日までに異議のお申立がないときは、

約款の改定にご同意いただいたものとし

て取扱います。 

 

２０１８年８月 

 

 

新 旧 

（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 15 条 この規定は、法令の変更または監督官庁

ならびに振替機関の指示、その他必要が

生じたときに改定されることがありま

す。改定を行う旨および改定後の規定の

内容ならびにその効力発生時期は、効力

発生時期が到来するまでに店頭表示、イ

ンターネットまたはその他相当の方法に

より周知します。 

２～４     （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 15 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並

びに振替機関の指示、その他必要が生じ

たときに改定されることがあります。 

 

 

 

 

 

  ２ 改定の内容が、申込者の従来の権利を制

限するもしくは申込者に新たな義務を課

すものであるときは、その改定事項をご

通知します。 

３ 前項の通知は、改定の影響が軽微である

と判断される場合には、当社ホームページ

等への掲載又は時事に関する事項を掲載

する日刊紙による公告によって代える場

合があります。 

４ 第２項および第３項の通知又は掲載もし

くは広告が行われた後、申込者から所定の

投信積立取引取扱規定投信積立取引取扱規定投信積立取引取扱規定投信積立取引取扱規定    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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２０１９年８月 

期日までに異議のお申立てがないときは、

規定の改定にご同意いただいたものとし

て取り扱います。 

 

２０１８年８月 

 

 

新 旧 

（（（（財形貯蓄契約財形貯蓄契約財形貯蓄契約財形貯蓄契約およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成貯蓄契約申込書」（以下「申込

書」といいます。）に必要事項を記入のう

え、署名捺印し、これを申込者の事業主

または勤労者財産形成促進法第 14 条第 1

項に定める事務代行団体（以下「事業主

等」といいます。）を通じて当社の本・支

店または営業所（以下「取扱店」といい

ます。）に提出することによって行いま

す。 

３      （現行どおり） 

（（（（国債国債国債国債またはまたはまたはまたは金銭金銭金銭金銭のののの返還返還返還返還））））    

第 9 条      （現行どおり） 

２ 前項の金銭は、返還請求のあった日の市

場価格から所定の手数料を差引いた額と

いたします。ただし、返還方法は先入先

出法で行います。 

３～６    （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定

されることがあります。改定を行う旨お

よび改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来する

までに店頭表示、インターネットまたは

その他相当の方法により周知します。 

（（（（財形貯蓄契約財形貯蓄契約財形貯蓄契約財形貯蓄契約及及及及びびびび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成貯蓄契約申込書」（以下「申込

書」といいます。）に必要事項を記入のう

え、署名捺印し、これを申込者の事業主

又は勤労者財産形成促進法第14条に定め

る事務代行団体（以下「事業主等」とい

います。）を通じて当社の本・支店又は営

業所（以下「取扱店」といいます。）に提

出することによって行います。 

 

３      （省 略） 

（（（（国債国債国債国債またはまたはまたはまたは金銭金銭金銭金銭のののの返還返還返還返還））））    

第 9 条      （省 略） 

２ 前項の金銭は、返還請求のあった日の市

場価額から所定の手数料を差引いた額と

いたします。ただし、返還方法は先入先

出法で行います。 

３～６    （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更又は監督官庁の

指示があったときその他の事由で必要を

生じた時は、改訂します。 

 

 

 

 

勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款（（（（国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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２０１９年８月 

 

平成28年５月 

 

 

新 旧 

（（（（財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成住宅貯蓄申込書」（以下「申込

書」といいます。）に必要事項を記入のう

え、署名捺印し、これを申込者の事業主

または勤労者財産形成促進法第 14 条第 1

項に定める事務代行団体（以下「事業主

等」といいます。）を通じて当社の本・支

店または営業所（以下「取扱店」といい

ます。）に提出することによって行いま

す。 

３～４    （現行どおり） 

（（（（住宅取得等住宅取得等住宅取得等住宅取得等のののの支払支払支払支払いいいい））））    

第 9 条      （現行どおり） 

２～３  （現行どおり） 

４ 第２項の金銭は、売却請求のあった日の

市場価格から所定の手数料を差引いた額

といたします。ただし、売却方法は先入

先出法で行います。 

５～６    （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定

されることがあります。改定を行う旨お

よび改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来する

までに店頭表示、インターネットまたは

その他相当の方法により周知します。 

 

２０１９年８月 

（（（（財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約財形住宅貯蓄契約及及及及びびびび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成住宅貯蓄申込書」（以下「申込

書」といいます。）に必要事項を記入のう

え、署名捺印し、これを申込者の事業主

又は勤労者財産形成促進法第14条に定め

る事務代行団体（以下「事業主等」とい

います。）を通じて当社の本・支店又は営

業所（以下「取扱店」といいます。）に提

出することによって行います。 

 

３～４    （省 略） 

（（（（住宅取得等住宅取得等住宅取得等住宅取得等のののの支払支払支払支払いいいい））））    

第 9 条      （省 略） 

２～３    （省 略） 

４ 第２項の金銭は、償還請求のあった日の

市場価額から所定の手数料を差引いた額

といたします。ただし、償還方法は先入

先出法で行います。 

５～６    （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示があったとき、その他の事由で必

要を生じた時は改訂します。 

 

 

 

 

 

平成28年５月 

勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款（（（（国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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新 旧 

（（（（財形年金貯蓄財形年金貯蓄財形年金貯蓄財形年金貯蓄のののの要件要件要件要件））））    

第 2 条       （現行どおり） 

２       （現行どおり） 

（１）～（２） （現行どおり） 

（３）年金支払開始日は、前号に定める金銭

の最後の払込日（以下「最終払込日」と

いいます。）の属する月の翌月から 5年後

の応当月の間で、申込者が 60才に達した

日以降の 28 日とすること。 

（４）～（６） （現行どおり） 

（（（（財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成年金貯蓄契約申込書」（以下

「申込書」といいます。）に必要事項を記

入のうえ、署名捺印し、これを申込者の

事業主または勤労者財産形成促進法第 14

条第 1項に定める事務代行団体（以下「事

業主等」といいます。）を通じて当社の

本・支店または営業所（以下「取扱店」

といいます。）に提出することによって行

います。 

３      （現行どおり） 

（（（（年金年金年金年金のののの支払支払支払支払いいいい））））    

第 9 条 申込者は、年金の受取りに関し、最終払

込日から２ヶ月を経過する日までに届出

印を押捺した年金受取申告書を当社の取

扱店に提出するものとします。 

２      （現行どおり） 

３ 当社は年金受取申告書の年金の額欄に記

載された額（以下「年金受取額」といい

ます。）を、年金支払開始日から３ヵ月ご

との応当日（当日が休祭日のときは前営

業日）に支払います。ただし、最終支払

日には当該申込者に係る国債の全部を売

（（（（財形年金貯蓄財形年金貯蓄財形年金貯蓄財形年金貯蓄のののの要件要件要件要件））））    

第 2 条       （現行どおり） 

２       （現行どおり） 

（１）～（２） （現行どおり） 

（３）年金支払開始日は、第 1 号に定める金

銭の最後の払込日（以下「最終払込日」

といいます。）の属する月の翌月から 5 年

後の応当月の間で、申込者が 60 才に達し

た日以降の 28日とすること。 

（４）～（６） （現行どおり） 

（（（（財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約財形年金貯蓄契約及及及及びびびび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 前項の申込みは、申込者が所定の「勤労

者財産形成年金貯蓄契約申込書」（以下

「申込書」といいます。）に必要事項を記

入のうえ、署名捺印し、これを申込者の

事業主又は勤労者財産形成促進法第14条

に定める事務代行団体（以下「事業主等」

といいます。）を通じて当社の本・支店又

は営業所（以下「取扱店」といいます。）

に提出することによって行います。 

 

３      （省 略） 

（（（（年金年金年金年金のののの支払支払支払支払いいいい））））    

第 9 条 申込者は、年金の受取りに関し、最終払込

日から２ヶ月を経過する日までに届出印

を押捺した年金受取申込書を当社の取扱

店に提出するものとします。 

２      （省 略） 

３ 当社は年金受取申込書の受取額欄に記載

された額（以下「年金受取額」といいま

す。）を、年金支払開始日から３ヵ月ごと

の応当日（当日が休祭日のときは前営業

日）に支払います。ただし、最終支払日

には当該申込者に係る国債の全部を売却

勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款（（（（国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄国債貯蓄コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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却して得られる金銭および最終支払月の

果実または償還金を支払います。 

４      （現行どおり） 

５ 第３項および第４項の金銭は、第３項の

応当日の３営業日前の約定日の市場価格

から所定の手数料を差引いた額といたし

ます。ただし、売却方法は先入先出法で

行います。 

６      （現行どおり） 

（（（（解約解約解約解約））））    

第 10 条      （現行どおり） 

２～３    （現行どおり） 

４ 第３項の金銭は、第１項または第２項に

よる解約日の市場価格から所定の手数料

を差引いた額といたします。ただし、売

却方法は先入先出法で行います。 

５ 第１項各号による解約については、その

解約事由の属する月に新規発行される国

債の発行日を含めて４営業日前から当該

国債の発行日まで停止します。なお、停

止期間中の第 1 項第 1 号による解約のお

申出につきましては、発行日の翌営業日

以降に受付けたものとさせていただきま

す。 

６ 前項に規定する、その解約事由の属する

月に国債の新規発行が行われない場合で

且つ、第５条第１項のただし書きに規定

する同一種類の既発行分の国債の買付け

を行うことを当社が検討する場合は、通

常、国債の発行される日を発行日とみな

して前項の取扱いを行うことができるも

のとします。 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定

されることがあります。改定を行う旨お

して得られる金銭及び最終支払月の果実

又は償還金を支払います。 

４      （省 略） 

５      （追 加） 

 

 

 

 

５      （省 略） 

（（（（解約解約解約解約））））    

第 10 条      （省 略） 

２～３    （省 略） 

４ 第９条及び第３項の金銭は、返還請求の

あった日の市場価額から所定の手数料を

差引いた額といたします。ただし、返還

方法は先入先出法で行います。 

５ 前項に掲げる請求については、その請求

の属する月に新規発行される国債の発行

日を含めて４営業日前から当該国債の発

行日まで停止します。なお、停止期間中

の請求につきましては、発行日の翌営業

日以降に受付けたものとさせていただき

ます。 

 

６ 前項に規定する、その請求の属する月に

国債の新規発行が行われない場合で且

つ、第５条第１項のただし書きに規定す

る同一種類の既発行分の国債の買付けを

行うことを当社が検討する場合は、通常、

国債の発行される日を発行日とみなして

前項の取扱いを行うことができるものと

します。 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更又は監督官庁の

指示、その他必要が生じた時は、改訂さ

れることがあります。 
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よび改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来する

までに店頭表示、インターネットまたは

その他相当の方法により周知します。 

 

２０１９年８月 

 

 

 

 

 

平成28年５月 

 

 

新 旧 

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成貯蓄申

込書」（以下「申込書」といいます。）に

必要事項を記入のうえ署名、押捺し、こ

れを申込者の事業主または勤労者財産形

成促進法第14条第 1項に定める事務代行

団体（以下「事業主等」といいます。）を

通じて当社の本・支店または営業所（以

下「お取引店」といいます。）に提出する

ことによって財形貯蓄契約を申込むもの

とします。 

３      （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときは、改

定されることがあります。改定を行う旨

および改定後の規定の内容ならびにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来す

るまでに店頭表示、インターネットまた

はその他相当の方法により周知します。 

 

２０１９年８月 

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成貯蓄申

込書」（以下「申込書」といいます。）に

必要事項を記入のうえ署名、押捺し、こ

れを申込者の事業主または勤労者財産形

成促進法第14条の２に定める事務代行団

体（以下「事業主等」といいます。）を通

じて当社の本・支店または営業所（以下

「お取引店」といいます。）に提出するこ

とによって財形貯蓄契約を申込むものと

します。 

３      （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要を生じたときは、改

訂されることがあります。 

 

 

 

 

 

平成 23 年５月 

 

 

 

 

勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款勤労者財産形成貯蓄約款（（（（公社債投信公社債投信公社債投信公社債投信コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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新 旧 

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成住宅貯

蓄申込書」（以下「申込書」といいます。）

に必要事項を記入のうえ署名、押捺し、

これを申込者の事業主または勤労者財産

形成促進法第14条第 1項に定める事務代

行団体（以下「事業主等」といいます。）

を通じて当社の本・支店または営業所（以

下「お取引店」といいます。）に提出する

ことによって財形住宅貯蓄契約を申込む

ものとします。 

３～４  （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要を生じたときは、改

定されることがあります。改定を行う旨

および改定後の規定の内容ならびにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来す

るまでに店頭表示、インターネットまた

はその他相当の方法により周知します。 

 

２０１９年８月 

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成住宅貯

蓄申込書」（以下「申込書」といいます。）

に必要事項を記入のうえ署名、押捺し、

これを申込者の事業主または勤労者財産

形成促進法第14条の２に定める事務代行

団体（以下「事業主等」といいます。）を

通じて当社の本・支店または営業所（以

下「お取引店」といいます。）に提出する

ことによって財形住宅貯蓄契約を申込む

ものとします。 

３～４  （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要を生じたときは、改

訂されることがあります。 

 

 

 

 

 

平成23年５月 

 

 

新 旧 

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （現行どおり） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成年金貯

蓄申込書」（以下「申込書」といいます。）

に必要事項を記入のうえ署名、押捺し、

これを申込者の事業主または勤労者財産

形成促進法第14条第 1項に定める事務代

（（（（買付有価証券買付有価証券買付有価証券買付有価証券およびおよびおよびおよび申込方法申込方法申込方法申込方法））））    

第 3 条      （省 略） 

２ 申込者は所定の「勤労者財産形成年金貯

蓄申込書」（以下「申込書」といいます。）

に必要事項を記入のうえ署名、押捺し、

これを申込者の事業主または勤労者財産

形成促進法第14条の２に定める事務代行

勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款勤労者財産形成年金貯蓄約款（（（（公社債投信公社債投信公社債投信公社債投信コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    

勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款勤労者財産形成住宅貯蓄約款（（（（公社債投信公社債投信公社債投信公社債投信コースコースコースコース））））    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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行団体（以下「事業主等」といいます。）

を通じて当社の本支店または営業所（以

下「お取引店」といいます。）に提出する

ことによって財形年金貯蓄契約を申込む

ものとします。 

３～４    （現行どおり） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （現行どおり） 

２      （現行どおり） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときは、改

定されることがあります。改定を行う旨

および改定後の規定の内容ならびにその

効力発生時期は、効力発生時期が到来す

るまでに店頭表示、インターネットまた

はその他相当の方法により周知します。 

 

２０１９年８月 

団体（以下「事業主等」といいます。）を

通じて当社の本支店または営業所（以下

「お取引店」といいます。）に提出するこ

とによって財形年金貯蓄契約を申込むも

のとします。 

３～４    （省 略） 

（（（（そのそのそのその他他他他））））    

第 13 条      （省 略） 

２      （省 略） 

３ この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要を生じたときは、改

訂されることがあります。 

 

 

 

 

 

平成23年５月 

 

 

新 旧 

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの内容内容内容内容））））    

第 2 条       （現行どおり） 

１        （現行どおり） 

２（１）～（３） （現行どおり） 

 （４）電話機を利用した「電話サービス」 

（（（（注文等注文等注文等注文等のののの受付受付受付受付））））    

第 12 条 お客さまは、第２条第２項第２号に定め

るチャットサービス又は同条同項第４号

に定める電話サービスを利用して注文等

を行うことができます。 

２ お客さまがチャットサービスを利用して

行う注文等は、当社が注文等の内容を所

定の書式でお客さまに送信し、お客さま

がその内容の確認入力をされ、その入力

内容を当社が受信した時点をもって受付

けたものとします。 

３ お客さまが電話サービスを利用して行う

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの内容内容内容内容））））    

第 2 条       （省 略） 

１        （省 略） 

２（１）～（３） （省 略） 

 （４）     （追 加） 

（（（（注文等注文等注文等注文等のののの受付受付受付受付））））    

第 12 条       （追 加） 

 

 

 

お客さまがサービスを利用して行う注文

等は、当社が注文等の内容を所定の書式で

お客さまに送信し、お客さまがその内容の

確認入力をされ、その入力内容を当社が受

信した時点をもって受付けたものとしま

す。 

（追 加） 

MUFGMUFGMUFGMUFG テラス・コーステラス・コーステラス・コーステラス・コース利用規定利用規定利用規定利用規定    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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注文等は、当社が注文内容を復唱し、お

客さまがその内容を確認された後、当社

が当該注文等の入力処理を完了した時点

をもって受付けたものとします。 

４ 当社はお客さまの注文などが次の（１）

から（７）のいずれかに該当する場合は、

受付を行わない場合があります。 

（１）～（７） （現行どおり） 

（（（（注文等注文等注文等注文等のののの取消取消取消取消・・・・変更変更変更変更））））    

第 14 条 本サービスを利用した注文等の取消もし

くは変更（以下「取消注文等」といいま

す。）は、当社が定める時間内にお客さま

がチャットサービスまたは当社の定める

方法により行うことができるものとしま

す。ただし、売買注文については約定し

ていない場合に限ります。 

２ 取消注文等の受付時点は、第 12 条第２項

または第３項の規定を準用するものとし

ます。 

（（（（執行等執行等執行等執行等））））    

第15条 お客さまが本サービスを利用して行った

注文等および取消注文等は、第 12 条第２

項もしくは第３項または第 14 条第２項

に定める受付を完了した時以降で、売買

注文の場合は当該商品の取引が通常行わ

れる金融商品取引所で最初に取引が可能

となる時に執行、また募集申込の場合は

当社の定める時間に速やかに処理しま

す。 

２ 当社は、お客さまが本サービスを利用し

て行った注文等および取消注文等が次の

いずれかに該当する場合は、お客さまに

通知することなくその執行または処理

（以下「執行等」といいます。）を行わな

い場合があります。 

（（（（サービスのサービスのサービスのサービスの中断中断中断中断））））    

第 19 条 本サービス（電話サービスを除きます。

本条において同じ。）を利用中に以下に該

 

 

 

 

２ 当社はお客さまの注文などが次の（１）か

ら（７）のいずれかに該当する場合は、受

付を行わない場合があります。 

（１）～（７）  （省 略） 

（（（（注文等注文等注文等注文等のののの取消取消取消取消・・・・変更変更変更変更））））    

第 14 条 チャットサービスを利用した注文等の取

消もしくは変更（以下「取消注文等」とい

います。）は、当社が定める時間内にお客

さまがチャットサービスまたは当社のが

定める方法により行うことができるもの

とします。ただし、売買注文については約

定していない場合に限ります。 

２ 取消注文等の受付時点は、第 12 条第１項

の規定を準用するものとします。 

 

（（（（執行等執行等執行等執行等））））    

第15条 お客さまがチャットサービスを利用して

行った注文等および取消注文等は、第 12

条第１項または第 14 条第２項に定める受

付を完了した時以降で、売買注文の場合は

当該商品の取引が通常行われる金融商品

取引所で最初に取引が可能となる時に執

行、また募集申込の場合は当社の定める時

間に速やかに処理します。 

 

２ 当社は、お客さまがチャットサービスを利

用して行った注文等および取消注文等が

次のいずれかに該当する場合は、お客さま

に通知することなくその執行または処理

（以下「執行等」といいます。）を行わな

い場合があります。 

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの中断中断中断中断））））    

第19条 本サービスを利用中に以下に該当する内

容が当社に送信された場合、当社の判断で
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当する内容が当社に送信された場合、当

社の判断で本サービスを中断し、執行等

その他本規定上の義務の履行を拒むこと

ができるものとします。 

（１）～（３） （現行どおり） 

（４）当社または当社従業員等に対する誹謗中

傷、嫌がらせ等、本サービスの利用目的

に合致しないと当社が判断した場合  

（５）～（７） （現行どおり） 

（８）当社のサービスまたは商品と関係のない

お問合わせ等、本サービスと関係のない

お問合わせ 

（９）本サービスによる対応を継続することが

ふさわしくないと当社が判断した場合  

    

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約））））    

第 24 条      （現行どおり） 

（１）～（５） （現行どおり） 

          （削 除） 

 

（６）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

（（（（免責事項免責事項免責事項免責事項））））    

第 25 条      （現行どおり） 

（１）～（８） （現行どおり） 

（９）本サービスによる売買注文および取消注

文等を受付後、その内容を確認し相当な

時間内に当該注文を執行したにもかかわ

らず、当該時間中における市場価格の変

動等により生じた損害等 

（１０）第 12 条第４項（１）から（７）のい

ずれかまたは第 19 条に基づき注文等の

受付を行わなかったことにより生じた損

害等 

（１１）第 15 条第２項（１）から（７）のい

ずれかまたは第 19 条に基づき注文等お

よび取消注文等の執行等を行わなかった

ことにより生じた損害等 

チャットサービスを中断し、執行等その他

本規定上の義務の履行を拒むことができ

るものとします。 

 

（１）～（３） （省 略） 

（４）当社または当社従業員等に対する誹謗中

傷、嫌がらせ等、チャットサービスの利

用目的に合致しないと当社が判断した

場合 

（５）～（７） （省略） 

（８）当社のサービスまたは商品と関係のない

お問合わせ等、チャットサービスと関係

のないお問合わせ 

（９）チャットサービスによる対応を継続する

ことがふさわしくないと当社が判断し

た場合  

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約））））    

第 24 条      （省 略） 

（１）～（５） （省 略） 

（６）お客さまが本規定の変更にご同意頂けな

い場合 

（７）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

（（（（免責事項免責事項免責事項免責事項））））    

第 25 条      （省 略） 

（１）～（８） （省 略） 

（９） チャットサービスによる売買注文およ

び取消注文等を受付後、その内容を確認

し相当な時間内に当該注文を執行した

にもかかわらず、当該時間中における市

場価格の変動等により生じた損害等 

（１０）第 19 条または第 12 条第２項（１）

から（７）のいずれかに基づき注文等の

受付を行わなかったことにより生じた

損害等 

（１１）第 19 条、第 15 条第２項（１）から

（７）のいずれかに基づき注文等および

取消注文等の執行等を行わなかったこ
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（１２）    （現行どおり） 

（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 26 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定さ

れることがあります。改定を行う旨およ

び改定後の規定の内容ならびにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するま

でにインターネットまたはその他相当の

方法により周知します。 

２～４    （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年８月 

とにより生じた損害等 

（１２）    （省 略） 

（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 26 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定され

ることがあります。 

 

 

 

 

２ 改定の内容が、お客さまの従来の権利を制

限するもしくはお客さまに新たな義務を課

すものであるときは、事前に書面またはこ

れに代わる方法にてその改定事項をご通知

します。 

３ 前項の通知は、改定の影響が軽微であると

判断される場合には、当社ホームページ等

への掲載または時事に関する事項を掲載す

る日刊紙による公告によって代える場合が

あります。 

４ 第２項および第３項の通知または掲載もし

くは公告が行われた後、お客さまから所定

の期日までに異議のお申し立てがないとき

は、規定の改定にご同意いただいたものと

して取り扱います。 

 

２０１８年１１月 

 

 

新 旧 

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約））））    

第 21 条 次に掲げるいずれかに該当する場合は、

本サービスは解約されます。 

（１）～（２）   （現行どおり） 

             （削 除） 

 

（３）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

（（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約）））） 

第 21 条 次に掲げるいずれかに該当する場合は、

本サービスは解約されます。 

（１）～（２）   （省 略） 

（３）お客さまが本規定の変更にご同意いただ

けない場合 

（４）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト取引取引取引取引コースコースコースコース利用規定利用規定利用規定利用規定    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 23 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定さ

れることがあります。改定を行う旨およ

び改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来する

までに店頭表示、インターネットまたは

その他相当の方法により周知します。 

  ２～４     （削 除） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 8月 

（（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

第 23 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定さ

れることがあります。 

 

 

 

 

２ 改定の内容が、お客さまの従来の権利を制

限するもしくはお客さまに新たな義務を課

すものであるときは、事前に書面またはこ

れに代わる方法にてその改定事項をご通知

します。 

３ 前項の通知は、改定の影響が軽微であると

判断される場合には、当社ホームページ等

への掲載または時事に関する事項を掲載す

る日刊紙による公告によって代える場合が

あります。 

４ 第 2 項及び第 3 項の通知または掲載もしく

は公告が行われた後、お客さまから所定の

期日までに異議のお申し立てがないとき

は、規定の改定にご同意いただいたものと

して取り扱います。 

 

2018 年 8月 

 

 

新 旧 

（（（（委託保証金委託保証金委託保証金委託保証金））））    

第 9 条        （現行どおり） 

２ 第１項の委託保証金は金銭により差し入

れるものとします （以下、金銭による委

託保証金を「現金保証金」といいます。）。

ただし、当社が指定する有価証券（以下

「代用有価証券」といいます。）をもって、

当社が定める範囲内でこれに代えること

ができるものとします（以下、代用有価

証券も含めて「委託保証金」といいます）。 

（（（（委託保証金委託保証金委託保証金委託保証金））））    

第 9 条        （省 略） 

２ 第１項の委託保証金は金銭により差し入れ

るものとします。しかし、当社が指定する

有価証券（以下「代用有価証券」といいま

す。）をもって、当社が定める範囲内でこれ

に代えることができるものとします（以下、

代用有価証券も含めて「委託保証金」とい

います）。 

    

ネットネットネットネット信用取引信用取引信用取引信用取引    利用規定利用規定利用規定利用規定    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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３       （現行どおり） 

（（（（代用有価証券代用有価証券代用有価証券代用有価証券のののの取扱取扱取扱取扱））））    

第10条 当社指定の有価証券は原則全て代用有価

証券として取扱います。お客さまが指定

することはできません。ただし、お客さ

まが内部者に該当する株式は除外しま

す。また、金融商品取引所からの通知に

従いまたは当社判断で、お客さまに通知

することなく代用有価証券から除外する

場合があります。なお、第２条第４項た

だし書で定める営業店による注文により

保有している有価証券は、取引日の翌営

業日から代用有価証券として取扱いま

す。 

（（（（現物株式現物株式現物株式現物株式のののの取引数量取引数量取引数量取引数量））））        

第 11 条 お客さまが現金保証金により、第２条第

４項本文で定めるオンライントレードに

よる国内金融商品取引所上場の現物株式

の買付の取引注文を行える数量は、現金

保証金にて第１３条第１項に定める委託

保証金率を維持できる範囲内とし、買付

後は代用有価証券として取り扱います。 

（（（（委託保証金委託保証金委託保証金委託保証金のののの維持率維持率維持率維持率））））    

第14条 委託保証金の最低維持率は２５％としま

す。ただし、金融商品取引所、証券金融

会社等または当社が、規制もしくは制度

に従いまたは当社の判断により変更を行

った銘柄については、この限りではあり

ません。 

２ 委託保証金が第１項の最低維持率を下回

った場合は、お客さまは下回った日の翌々

営業日の正午までに、当該最低維持率を維

持するために必要な額の追加の委託保証

金を、当社からの請求の有無に関わらず当

社に差し入れるものとします。委託保証金

の差し入れは、①お客さまの信用保証金勘

定へのご入金(有価証券で代替可能な場合

の差入れを含む)、もしくは②保有されて

３       （省 略） 

（（（（代用有価証券代用有価証券代用有価証券代用有価証券のののの取扱取扱取扱取扱））））    

第10条 当社指定の有価証券は原則全て代用有価

証券として取扱います。お客さまが指定す

ることはできません。ただしお客さまが内

部者に該当する株式は除外します。また金

融商品取引所からの通知、当社判断で代用

有価証券から除外する場合はお客さまに通

知することなく代用有価証券から除外する

場合があります。なお、第２条第４項で定

める営業店による注文により保有している

有価証券は、取引日の翌営業日から代用有

価証券として取扱います。 

 

（（（（現物株式現物株式現物株式現物株式のののの取引数量取引数量取引数量取引数量））））        

第 11 条 お客さまが委託保証金（現金）により、

第２条第４項で定めるオンライントレード

による国内金融商品取引所上場の現物株式

の買付の取引注文を行える数量は、委託保

証金（現金）にて第１３条に定める委託保

証金率を維持できる範囲内とし、買付後は

代用有価証券として取り扱います。 

（（（（委託保証金委託保証金委託保証金委託保証金のののの維持率維持率維持率維持率））））    

第14条 委託保証金の最低維持率は２５％としま

す。ただし、金融商品取引所、証券金融会

社等または当社が、規制もしくは制度や当

社の判断により変更を行った銘柄について

は、この限りではありません。 

 

２ 委託保証金が第１項の最低維持率を下回っ

た場合は、お客さまは下回った日の翌々営

業日の正午までに、当該最低維持率を維持

するために必要な額の追加保証金を、当社

からの請求の有無に関わらず当社に差し入

れるものとします。委託保証金の差し入れ

は、①お客さまの信用保証金勘定へのご入

金(有価証券で代替可能な場合の差入れを

含む)、もしくは②保有されている信用建玉
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いる信用建玉の反対売買による返済とし

ます。委託保証金の差し入れのために信用

建玉を反対売買された場合、反対売買いた

だいた信用建玉金額の３０％の金額を不

足額へ充当するものとします。 

３～５     （現行どおり） 

（（（（決済指示決済指示決済指示決済指示））））    

第 15 条         （現行どおり） 

２        （現行どおり） 

３ 前項の他、建玉の銘柄について、当社が必

要と判断した場合、当社は、第１項の期日

を当社が定める日に変更できるものとし

ます。ただし、この場合、緊急かつやむを

得ない場合を除き、当社は一定の催告期間

を設け、お客さまに対し事前の通知を行う

ものとします。 

４       （現行どおり） 

５ 第２項から第４項の定めにより期日が当

社の定める期日に変更となった場合、お客

さまは当社が定める期日までに反対売買

または品受もしくは品渡を行うものとし

ます。 

６～７     （現行どおり） 

（（（（おおおお預預預預りりりり金等金等金等金等のののの取扱取扱取扱取扱））））    

第17条 委託保証金の差入れをお預り金等より充

当する場合については、差入れおよびそ

の換金をお客さまよりご指示いただくこ

とになります。 

２ ネット信用取引と現物取引の売買による

受渡代金は、同一日に合算して、余剰があ

れば委託保証金に振替をし、不足額があれ

ば、委託保証金から引出可能の金額から自

動で振替を行います。 

３ 差し入れた現金保証金を引出す場合につ

いては、その引出しをお客さまよりご指示

いただくことになります。代用有価証券を

委託保証金より引き出す場合は、第１３条

第１項に記載する委託保証金率を維持で

の反対売買による返済とします。委託保証

金の差し入れのために信用建玉を反対売買

された場合、反対売買頂いた信用建玉金額

の３０ ％の金額を不足額へ充当するもの

とします。 

３～５      （省 略） 

（（（（決済指示決済指示決済指示決済指示））））    

第 15 条      （省 略） 

２       （省 略） 

３ 前項の他、建玉の銘柄について、当社が必

要と判断した場合、当社は、返済期日を当

社が定める日に変更できるものとします。

ただし、この場合、緊急かつやむを得ない

場合を除き、当社は一定の催告期間を設け、

お客さまに対し事前の通知を行うものとし

ます。 

４        （省 略） 

５ 第２項から第４項の定めにより期日が当社

の定める期日に変更となった場合、お客さ

まは当社の指定する日までに反対売買また

は品受もしくは品渡を行うものとします。 

 

６～７      （省 略） 

（（（（おおおお預預預預りりりり金等金等金等金等のののの取扱取扱取扱取扱））））    

第17条 現金保証金の差入れをお預り金等より充

当する場合については、差入れおよびそ

の換金をお客さまよりご指示いただく

ことになります。 

 ２ ネット信用取引と現物取引の売買による受

渡代金は、同一日に合算して、余剰があれ

ば保証金に振替をし、不足額があれば、保

証金から引出可能の金額から自動で振替を

行います。 

３ 差し入れた現金保証金を引出す場合につい

ては、その引出しをお客さまよりご指示い

ただくことになります。代用有価証券を委

託保証金より引き出す場合は、第１３条に

記載する委託保証金率を維持できる範囲に
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きる範囲に限ります。その範囲を超える引

出しとなる場合には、超過金額分について

当日中に金銭または有価証券を委託保証

金として差し入れるものとします。  

（（（（委託保証金等委託保証金等委託保証金等委託保証金等のののの状況状況状況状況のののの確認確認確認確認））））    

第 18 条      （現行どおり） 

２ お客さまが前項に規定する委託保証金不

足の発生等の状況の確認を怠ったことに

より生じたお客さまの損害について、当社

は一切の責めを負わないものとします。 

（（（（規定規定規定規定のののの変更等変更等変更等変更等））））    

第 30 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定さ

れることがあります。改定を行う旨およ

び改定後の規定の内容ならびにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するま

でに店頭表示、インターネットまたはそ

の他相当の方法により周知します。 

２～４     （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 8 月 

限ります。その範囲を超える引出となる場

合には、超過金額分について当日中に現金

又は有価証券を委託保証金として差し入れ

るものとします。 

 （（（（委託保証金等委託保証金等委託保証金等委託保証金等のののの状況状況状況状況のののの確認確認確認確認））））    

第 18 条      （省 略） 

２ お客さまが前項に規定する委託保証金の状

況の確認を怠ったことにより生じたお客さ

まの損害について、当社は一切の責めを負

わないものとします。 

（（（（規定規定規定規定のののの変更等変更等変更等変更等））））    

第 30 条 本規定は、法令の変更または監督官庁の

指示、その他必要が生じたときに改定され

ることがあります。 

 

 

 

 

２ 改定の内容が、お客さまの従来の権利を制

限し、またはお客さまに新たな義務を課す

ものであるときは、事前に当社所定の方法

（ホームページ等）にてその改定事項をご

通知します。 

３ 第２項及び第３項の通知または掲載もしく

は公告が行われた後、お客さまから所定の

期日までに異議のお申し立てがないとき

は、本規定の改定にご同意いただいたもの

として取り扱います。 

 

平成２９年 ２月 

 

 

新 旧 

第 7 条 （（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約））））    

          （現行どおり） 

（１）～（２） （現行どおり） 

        （削 除） 

 

第 7 条 （（（（本本本本サービスのサービスのサービスのサービスの解約解約解約解約））））    

         （省 略） 

（１）～（２） （省 略） 

（３）お客さまが本規定の変更にご同意いただ

けない場合 

カンタンカンタンカンタンカンタン振替利用規定振替利用規定振替利用規定振替利用規定    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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（３）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

第 9 条 （（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、

その他必要が生じたときに改定されることがあ

ります。改定を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到

来するまでに店頭表示、インターネットまたはそ

の他相当の方法により周知します。 

２～４     （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年８月 

（４）当社が本サービスをご利用いただくこと

を不適当であると認めた場合 

第 9 条 （（（（規定規定規定規定のののの変更変更変更変更））））    

 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、

その他必要が生じたときに改定されることがあ

ります。 

 

 

 

２  改定の内容が、お客さまの従来の権利を制

限し、またはお客さまに新たな義務を課す

ものであるときは、事前に書面またはこれ

に代わる方法にてその改定事項をご通知

します。 

３  前項の通知は、改定の影響が軽微であると

判断される場合には、当社ホームページ等

への掲載または時事に関する事項を掲載

する日刊紙による公告によって代える場

合があります。 

４  第２項および第３項の通知または掲載も

しくは公告が行われた後、お客さまから所

定の期日までに異議のお申し立てがない

ときは、本規定の改定にご同意いただいた

ものとして取り扱います。 

 

平成 25 年 8 月 

 

 

新 旧 

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年８８８８月月月月    

（（（（解約事由解約事由解約事由解約事由））））    

第 5 条 この契約は、お客さまから解約のお申出

があったときに解約されるものとしま

す。 

１～２     （削 除） 

    

    

（（（（約款約款約款約款のののの改定改定改定改定））））    

    平成平成平成平成 27272727 年年年年 9999 月月月月    

（（（（解約事由解約事由解約事由解約事由））））    

第 5 条 次の事由に該当したときは、この契約  

は解約されるものとします。 

 

１ お客さまから解約のお申出があったとき  

２ お客さまがこの約款の変更に同意なさら

ないとき 

（（（（約款約款約款約款のののの改定改定改定改定））））    

割引債管理契約約款割引債管理契約約款割引債管理契約約款割引債管理契約約款    新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    
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第 6 条 この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定

されることがあります。改定を行う旨お

よび改定後の規定の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来する

までに店頭表示、インターネットその他

相当の方法により周知します。 

２～４     （削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （削 除） 

 

第 6 条 この約款は、法令の変更または監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定

されることがあります。 

 

 

 

 

２ 改定の内容が、お客さまの従来の権利を制

限するもしくはお客さまに新たな義務を

課すものであるときは、事前に書面または

これに代わる方法にてその改定事項を通

知します。 

３ 前項の通知は、改定の影響が軽微であると

判断される場合には、当社ホームページ等

への掲載または時事に関する事項を掲載

する日刊新聞紙による公告によって代え

る場合があります。 

４ 第２項および第３項の通知または掲載も

しくは公告が行われた後、お客さまから所

定の期日までに異議のお申立がないとき

は､約款の改定に同意いただいたものとし

て取扱います。 

附則 

この約款は、平成 28年 1月 1 日より適用させてい

ただきます。 

 


